
　　　　　　　　　　　商工農水部商業労政課（財政援助に関する事務の所管所属）

【諏訪栄町地区街づくり協議会】

指　摘

　　　特になし

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（１）実施事業において効果が得られないリスク 【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日

　現在、協議会で令和５年度のイルミネーションに
ついて打合せを行っているところであるが、インス
タグラムでのハッシュタグを付けた発信数を把握す
るなどの方法を検討している。

【　措置済　】　　令和　５年　９月　６日

　協議会で令和５年度のイルミネーションについて
打合せを行い、インスタグラムでのハッシュタグを
付けた発信数や当該イルミネーションに関する投稿
数を把握する方法とした。引き続きＳＮＳの投稿数
などを確認していきつつ、どのような成果指標が良
いかの検討も続けていく。

２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

① ＳＮＳを活用した数値指標の確保について【有
効性の視点】

【　措置済　】　　令和　５年　８月２１日

　モチーフとなるイルミネーションの前に、カメ
ラや携帯電話の撮影ポイントを確保することによ
り来訪者が増加し、ＳＮＳでの情報発信や拡散に
もつながる。また、賑わい創出の指標となる数値
の把握につながるものであり、早急に活用を検討
し導入すること。

  今年度の打合せの中で、撮影ポイントとなるよう
な場所を確保し、情報発信や拡散にもつながるＳＮ
Ｓの活用を検討し、決定した。

② 事業者の選定について【有効性の視点、住民福
祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　５年　８月２１日

　事業実績や安全かつ円滑に遂行できる等の理由
により一者随意契約が続いている。四日市市中心
市街地活性化基本計画に位置付けのある事業であ
り、毎年楽しみにしている市民も多いと思われる
ことから、斬新な発想が可能となるよう見積合わ
せ等競争性を担保し、税投入に対する説明責任を
果たすこと。

　協議会でも話し合いを行ったが、今までに購入し
た電飾の保管・管理等も含めて依頼をしているこ
と、中心市街地の電源等の情報に詳しく、関係機関
との繋がりがあることから、一者随意契約について
は合理的な理由が認められる。ただし、税投入に対
する説明責任を果たすうえでは、斬新な発想が可能
となるよう、デザインを事業者任せにせず、諏訪栄
町地区街づくり協議会のメンバーで他市のイルミ
ネーションについて調査をしたり、建築事務所のイ
ンターンシップ生の意見を取り入れたりするなどし
て、より良いイルミネーションになるよう努めてい
る。

令和４年度　出資団体監査の結果（指摘・意見）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　　令和５年１月１８日

１　監査の種類　　　　財政援助団体監査

２　監査対象　　　　　諏訪栄町地区街づくり協議会

　補助金の成果指標となる数値がないため、客観
的な数値による成果の確認ができていない。他の
イベントの成果指標の算出方法を参考にしたり、
ＳＮＳによる情報発信を数値で把握するなど、賑
わい創出を目的とする補助事業の効果が具体的に
示せるような方法を検討すること。



③ 補助事業の提出書類について 【有効性の視
点】

【　措置済　】　　令和　５年　３月２７日

　他の市補助事業においても協賛金を収入に含
め、事業内での繰越を行っている事例もある。イ
ルミネーション事業においても、今回の監査を機
に、協議会の「事業収支表」を添付資料とするこ
と。

　令和４年度の補助事業において、事業収支表を添
付した。今後も事業収支表を作成し、補助金の実績
報告の際に添付していく。

④　預金の管理について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　５年　８月２１日

　協議会ではイルミネーション事業のみならず、
他の事業を一つの口座で全てまとめて管理を行っ
ている。イルミネーション事業に対し協賛を募っ
ていることから、当該事業の収支を明確にし、例
えばイルミネーション事業専用口座を開設するな
ど協賛者の思いに応えるような方策を検討するこ
と。

　イルミネーション専用の口座を開設し、令和５年
度より、その口座で協賛金、補助金、支払の管理を
していくこととした。

【商工農水部商業労政課】

指　摘
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

指　摘 措置（具体的内容）・対応状況

（２）補助金等の使途の適正性及び効果に伴うリス
ク

【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日

　収支を証する書類については、令和４年度の実績
報告から、事業収支表の提出を求めた。
 当事業による賑わい創出の効果については、ＳＮ
Ｓの投稿数などを把握し、補助制度の効果を客観的
に確認するよう努める。

【　措置済　】　　令和　６年　２月１４日
　収支を証する書類については、令和４年度の実績
報告から、事業収支表の提出を求めた。
 当事業による賑わい創出の効果については、ＳＮ
Ｓの投稿数などを把握し、補助制度の効果を客観的
に確認した。引き続きＳＮＳの投稿数などを確認し
ていきつつ、どのような成果指標が良いかの検討も
続けていく。

意　見
１　想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

（３）指導監督の適切性が保たれないリスク 【　措置済　】　　令和　５年　３月２７日
　協議会から提出された収支予算書・収支決算書
の収入の部の区分欄には自己資金と記載されてい
るが、市は、協議会の「事業収支表」に基づき、
イルミネーション事業に係る協議会の自己資金と
イルミネーション事業に対する協賛金の別を明確
に記載するよう指導すること。

　令和４年度の実績報告時から協議会の「事業収支
表」に基づき、イルミネーション事業に係る協議会
の自己資金と協賛金の別を明確に記載するよう指導
した。令和５年度以降も同様に指導を続けていく。

　実績報告をするにあたり、補助金交付要綱第８
条第３号に規定されている収入を証する書類の写
しの添付がなされていなかった。今後は、協議会
が作成した「事業収支表」の提出を求めること。
また、制度開始以来、当事業による賑わい創出の
効果を数値等で確認しておらず、補助金交付要綱
第１１条第１項に示す事業評価をどのように行っ
ているか疑問が残る。今後は、補助事業者が容易
に入手できる成果指標の項目などを設定し、補助
制度の効果を客観的に確認する方法を早急に確立
すること。



２　３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果

意　見 措置（具体的内容）・対応状況

① 補助事業の成果確認について【経済性の視
点、有効性の視点】

【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日

　実績報告書の中には、「イルミネーションの具体
的効果」を記載する欄があるため、具体的な数値に
よる成果指標を記載した報告書を提出するよう指導
していく。

【　措置済　】　　令和　５年１０月１２日

　実績報告書の中には、「イルミネーションの具体
的効果」を記載する欄があるため、具体的な数値や
客観的な情報による成果指標を記載した報告書を提
出するよう指導した。今後もより客観的に効果を把
握できるよう指導を続けていく。

② イルミネーション事業の計画的な実施について
【有効性の視点、住民福祉の向上の視点】

【　措置済　】　　令和　５年　８月２１日

ア　前年度実績より少しずつ拡大するだけでは、
思い切った対応ができない。例えば、節目となる
年においてはイルミネーションの内容や範囲を大
きく見直すことができるよう、計画的に検討する
こと。

　現在、中央通りの再編工事により、完成までの間
は商店街へと場所を一部変更しながら行っていくよ
う計画している。今年度以降のイルミネーション範
囲等については市街地整備課に相談をし検討した。
中央通り再編後のイルミネーションについても随時
検討する場を設けていく。

【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日

　現在、中央通りの再編工事により、完成までの間
は商店街へと場所を一部変更しながら行っていくよ
う計画している。

【　措置済　】　　令和　５年１１月　３日

　現在、中央通りの再編工事により、完成までの間
は商店街へと場所を一部変更しながら行っていくよ
う計画している。令和５年度はまちなか文化祭の事
業（ＹＯＫＫ（ＡＩ）ＣＨＩの文字のモニュメン
ト）とコラボし、「四日市にはＡＩ（愛）がある」
というコンセプトでＡＩ（愛）の部分にハートのオ
ブジェを活用した。今後も四日市市のまちなかイル
ミネーションならではの特徴を打ち出せるよう議論
をしていく。

【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日

　関係部局と連携して、市のホームページや、フェ
イスブック、公式ラインなどで情報発信をしてい
く。あすなろう鉄道やすわ公園交流館とのイルミ
ネーションと共に記者発表を行うなど、マスコミに
も取材してもらえるよう努める。

【　措置済　】　　令和　５年１０月３１日

　広報よっかいちや市のホームページ、フェイス
ブックなどで情報発信をした。あすなろう鉄道やす
わ公園交流館のイルミネーションと共に記者発表を
行うなど、マスコミにも取材してもらえるよう努め
た。

イ　諏訪公園のイルミネーションと連動している
が、今後整備が見込まれるＪＲ四日市駅周辺まで
イルミネーションの範囲を拡大できるよう、電源
確保等についても関係先に働きかけること。ま
た、近隣他都市とは違う、四日市市中心市街地の
イルミネーションならではの特徴をアピールする
手立てを講じること。

ウ　四日市市以外の方にも広く知っていただける
よう関係部局やマスコミと計画的に連携し、イル
ミネーション事業をシティプロモーションに活か
すＰＲをすること。

　四日市市中心市街地イルミネーション事業補助
金は、交付要綱第１条において、中心市街地にお
ける賑わいの創出を目的としており、協議会が提
出した実績報告書には「冬の来街者へのひととき
のやすらぎを提供することができ、まちの賑わい
づくりの一助となった」とある。また、来街者及
び商店の売り上げが増加したとのことだが、協議
会ではこれらを裏付ける具体的数値は把握してい
ない。一方、市においても、本事業の来街効果増
を確認する手段を講じるよう指導していなかっ
た。市は実績報告において成果指標の報告を求め
るよう要綱を改め、協議会が、賑わいづくりに資
することを示す具体的数値を報告できるよう指導
すること。



③　市民等との連携について【有効性の視点】 【　検討中　】　　令和　５年　８月３１日

　当事業に参加した市民等から意見を募る方法など
を検討中である。市と協議会との打合せの中で、方
法を模索していく。

【　措置済　】　　令和　６年　２月２９日
　今年度から中央通りの工事の影響により、ライト
アップのメインを商店街の中としたため、来年度か
ら関係するエリアプラットフォームなどでも意見を
募っていく。

【　継続努力　】　　令和　５年　８月３１日
　令和５年度のイルミネーション事業については、
電飾方法などにも若い世代にも意見を聞いている。
ＳＮＳ発信についても、協力を求めていく。

【　措置済　】　　令和　６年　２月２９日
　令和５年度のイルミネーション事業については、
電飾方法などにも若い世代にも一度打ち合わせに参
加してもらい意見を聞いた。今後も高校生・大学生
など若い世代に意見を聞くことや、ＳＮＳでの発信
について協力を求めていく。

④   補助金交付要綱について【有効性の視点】 【　措置済　】　　令和　５年　８月３０日
  他の市補助事業では、他の収入がある場合は収
入とみなし、補助金を減額されたものもある。一
方で当補助金交付要綱は、広告収入が補助対象経
費から除外するとされているものの協賛金の取扱
いについては記載がない。市民に対し、説明責任
が果たせるよう基準を明確にすることを財政経営
部に働きかけること。

　現行のイルミネーション事業補助金交付要綱に
は、協賛金は収入から除くという旨のただし書きの
規定がある。財政課とは、当事業が始まった経緯な
どを勘案し、協賛金の取り扱いを現行のままとする
ことを協議した。ただし、協賛金については、イル
ミネーション事業とその他の事業との区別を明確に
するなど、会計処理について正しく行われるよう今
後も指導を行っていく。

ア　四日市市中心市街地活性化基本計画に位置付
けのある事業でもあり、当事業に参加した市民等
から意見を募って次回に反映する機会をつくるな
ど、今後はまちづくりへの参加意識を醸成する仕
組みを取り入れ、費用対効果が高い事業とするこ
と。

イ　事業実施にあたっては、ＳＮＳを発信する高
校生・大学生など若い世代に協力を求めるなど市
民参加を促し、将来につなげること。


